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令和 7年度 藤保育園ドレミ 重要事項説明書 

 

特定教育・保育の提供の開始にあたり、藤保育園ドレミがあなたに説明すべき内容は、 

次の通りです。この重要事項は、お子様が卒園されるまで有効とします。変更事項があった 

場合は、その都度差し替え文書でお知らせいたします。 

 

１．施設運営主体 

 

 

 

 

 

 

２．利用施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．認可定員・利用定員 

 

 

 

 

 

 

 

 認可定員 利用定員 

０歳児 ３号 ３人 ３人 

１歳児 ３号 ８人 ８人 

２歳児 ３号 ８人 ８人 

合 計 １９人 １９人 

 

法 人 名 称 社会福祉法人 幸聖福祉会 

法人所在地 大阪市住吉区山之内元町６番２号 

電 話 番 号 ０６-６６９７-２１３１ 

代表者氏名 理事長  大輪 智子 

 

施 設 種 類 小規模保育事業Ａ型 

施 設 名 称 藤保育園ドレミ（住吉区庁舎内小規模保育園） 

施設所在地 大阪市住吉区南住吉３丁目１５番５５号 

連 絡 先 電話番号 ０６-６６９８-５１０１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０６-６６９８-５１０２ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kosei-fukushikai.com 

施設管理者 総合園長  森 宇多子 

園  長  森田 笑子 

開設年月日 平成３０年４月１日 

建 築 構 造 平成１９年築 鉄筋コンクリート５階建のうち１階 

施 設 面 積 ８４.９２㎡ 

園 庭 東側にある、沢之町公園を利用 

主な設備 保育室（０・１・２歳児） 

調乳室 

トイレ（沐浴設備含む） 
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４．園児の利用状況（毎年度 5月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

５．開園日、開園時間及び休園日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・認定内容は、大阪市より交付される支給認定証に記載されています 

 ・利用時間は上記の時間の範囲内で、保育を必要とする時間となります 

（保育を必要とする時間は、『就労時間＋通勤時間』となり、当園との協議の上個別に決定します） 

 ・土曜日の保育は、勤務先の証明書を提出して頂きます 

※延長保育にはそれぞれ別途料金がかかります。料金等の詳細は、P.9及び『保育のしおり』 

に記載しています 

※休園日の他、下記の日は保護者のご理解を頂いた上で、休園とします 

   ・３月末日（進級準備のため） 

   ・その他、行事後の保育を行わない日もあります 

 

 

６．職員の職種、員数及び職務の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 当園では、「大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24年 3月 

30日大阪市条例第 49号。以下「条例」という。）」の定める基準を尊守し、保育の実施に 

必要な職員として、上記の職員を配置しています 

（令和 7年 4月 1日予定） 

職 種 職務の内容 員数 常勤 非常勤 備考 

園 長 

・園の業務を統括 

・渉外・保育業務の管理 

・人事及び事務管理 

1人 1人 ―  

保育士 
・クラス担当 

・保育上必要な事項 
６人 ２人 ４人  

その他 ・園内の整備、清掃など 未定 ― 未定  

 

7:30   8:00  9:00  10:00  11:00  12:00  13:00 14:00 15:00  16:00  17:00  18:00  18:30  19:00 

             休園日 

保育標準時間 延長 

・日曜日、祝祭日 

・年末年始 

（12月29日～1月3日） 

7：30～18：30 

18：31 

～ 

19：00 

延長 保育短時間   

7：30 

～ 

7：59 

8：00～16：00 16：01～19：00 

 

延長保育 

クラス 令和６年度 令和５度 令和４年度 

０歳児 １人 １人 ３人 

１歳児 ７人 ７人 ７人 

２歳児 ８人 ６人 ７人 
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＜各職種の勤務体系＞ 

 

 

 

 

 

※ ローテーション勤務により、各々の勤務日及び勤務時間帯は異なります 

※ 職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります 

 

 

７．施設の目的・運営方針 

（１）児童福祉法に基づき、乳幼児の保育を行う。保育にあたっては、子どもの人権や主体性 

を尊重し、児童の最善の幸福のために、健康で明るく創造性の豊かな児童を育成する 

 

（２）通常の保育内容は全体計画に基づき、年度カリキュラム、月間・週間の計画を作成し、 

    実施する 

 

（３）保護者や地域社会と力を合わせ、児童の福祉を積極的に増進し、あわせて地域における 

家庭援助を行う 

 

 

８．提供する教育・保育の内容 

【保育理念】 子ども一人ひとりを大切にし、心と身体の自立を目指し、生きる力の 

基礎を育みます 

 

【保育方針】 豊かな人間性を持った子どもを育成します 

望ましい未来をつくりだす力の基礎を育みます 

保護者と保育士が相互に育ち合えるこども園を目指します 

 

 【保育目標】 ①花や緑を大切に、生き物とも仲良し 

②みんないっしょに、のびのびと 

        ③自分のことは、自分で 

④食べることが大好き 

 

（１）保育内容 

別途、配布する「保育のしおり」に記載 

 

（２）障がい児保育 

    地域社会の中で、障がいのある子どもとない子どもが、共に育ち合うことを基本的な 

考え方として、障がい児保育を行っています。 

職 種 勤務体系 

園 長 正規の勤務時間帯 （ ７：１５ ～ １９：００ ） 

保育士 正規の勤務時間帯 （ ７：１５ ～ １９：００ ） 

その他 正規の勤務時間帯 （ ７：３０ ～ １９：００ ） 
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 （３）給食について 

   ①藤こども園本園にて調理 （献立作成・調理業務は委託：株式会社マルワ） 

    ・調理は藤こども園本園厨房で行い、調理したものを運搬します 

    ・保育を提供する日は、毎日食事を提供します 

    ・献立表は毎月のおたよりでお知らせします 

    ・食事の提供時間は「保育のしおり」に記載 

   ②アレルギーについて 

    アレルギー除去食を必要とされる場合は、保護者の方、園長、担任と面談の上、 

対応します。 

 

 

９．利用開始について 

住吉区保健福祉センターの利用調整に基づき、当園に入園決定され支給認定を受けた保護者が、 

本重要事項説明書等に同意された後、保育の提供を開始します。 

 

 

１０．利用終了について 

 以下の場合には、教育・保育の提供を終了します。 

①園児が満３歳に達したとき 

（ただし、満３歳に達した年度の３月３１日までは保育を提供します） 

②園児の保護者が、児童福祉法又は、子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなく 

なったとき 

③その他、利用の継続について、重大な支障又は困難が生じたとき 

 

 

１１．嘱託医について 

 当園は、以下の内科医師、歯科医師、産業医師と契約を締結しています。 

 （１）内科 

 

 

 

 

 

（２）歯科 

 

 

 

 

医療機関の名称  中村ファミリークリニック 

担当医師名  中村 勝隆 

所 在 地  大阪市北区本庄西２－６－１６ 

電話番号  ０６－６３７１－８５２２ 

 

医療機関の名称  フロス歯科クリニック 

担当医師名  室井 優子 

所 在 地  大阪市北区本庄西２－６－１６ 

電話番号  ０６－７８６０－１３８８ 
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１２．独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入について 

保育時間中は、けがや事故の起こらないように安全保育に留意していますが、万一事故が起こ 

った場合は、状態により病院に行きます。独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済 

給付は、園の管理下において園児が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の 

皆様に対して行う制度です。加入は任意となっていますが、下記事項をよく読んでいただき、 

ご理解の上、同意書を園へ提出してください。また、災害共済給付の請求手続きは、インター

ネットを利用した請求システムに必要な事項を入力することにより行われますが、個人情報の 

取扱いには十分留意いたしますので、ご了承ください。給付の内容等は、独立行政法人日本ス 

ポーツ振興センター法又はこれに基づく政令、省令、通達等に定められています。 

但し、園設備および保育者の過失により発生したと認められない場合は、障害保険に該当しな 

い場合があり、この場合は自己負担となります。通院、看護等はすべて保護者において行って 

いただきます。※災害共済給付契約について、初回の同意後、在園中は自動更新となります。 

令和 6年 3月現在、その主な内容は以下のとおりです。 

 

■ 給付の対象となる災害の範囲と給付金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 給付に関する注意事項 

①同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長 10年間行われます 

②災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から 2年間行わないときは、時効に 

よって消滅します 

③災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度 

において、給付を行わない場合があります 

④他の法令の規定による給付等（例：条例に基づく乳幼児医療助成）を受けたときは、その受 

けた限度において、給付を行いません 

⑤生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校及び保育所等の児童生徒 

に係る災害については、医療費の給付は行いません 

災害の種類 災  害  の  範  囲 給  付  金  額 

負  傷 
その原因である事由が園の管理下で生じたもので、療養に要する 

費用の額が5,000円以上のもの 

医療費 

・医療保険並の療養に要する費用の額の4/10（そのうち 

1/10は、療養に伴って要する費用として加算される分） 

ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額（所得 

区分により限度額が異なる。）に療養に要する費用の額の 

1/10を加算した額 

・入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算 

した額 

疾  病 

その原因である事由が園の管理下で生じたもので、療養に要する 

費用の額が5,000円以上のもののうち、内閣府で定めるもの 

・給食等による中毒 ・ガス等による中毒 ・熱中症 ・溺水 

・異物の嚥下又は迷入による疾病 ・漆等による皮膚炎  

・外部衝撃等による疾病 ・負傷による疾病 

障  害 
園の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に残った障害で、 

その程度により1級から 14級に区分される。 

障害見舞金 4,000万円～88万円 

〔通園中の災害の場合2,000万円～44万円〕 

死  亡 

園の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾病に 

直接起因する死亡 
死亡見舞金 3,000万円〔通園中の場合1,500万円〕 

突 

然 

死 

運動などの行為に起因する突然死 

（園の管理下において発生したもの） 
死亡見舞金 3,000万円〔通園中の場合1,500万円〕 

運動などの行為と関連のない突然死 

（園の管理下において発生したもの） 
死亡見舞金 1,500万円〔通園中の場合も同額〕 

※ なお、園の管理下とは、次の場合をいいます。 

① 保育所における教育および保育中          ② 園の指導計画に基づく園外保育中 

③ 通常の経路及び方法により通園する場合     ④ 園の定めた特定時間中 
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※これは日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の概要を記載したものです 

 

■ 共済掛金（年額を毎年５月に引き落とし）※全児対象 

・一般世帯  315円 （掛金 365円のうち、50円は園負担） 

 ・要保護世帯  36円 （掛金  55円のうち、19円は園負担） 

 

 

１３．緊急時の対応及び安全対策 

 （１）緊急時の対応 

当園の園児に、病状急変等の緊急事態が発生した場合には、ただちに保護者へ連絡し、 

指示を求めますので、必ず連絡が取れるようにしてください。万が一、連絡がつかない 

場合は、近隣の医療機関又は園児のかかりつけの医療機関、及び緊急連絡先等へ速やか 

に連絡を行い、対応します。 

 

（２）安全対策 

・非常時の対応は「保育のしおり」に記載 

    ・別途に定める、消防計画書により対応する 

・避難訓練（火災・地震：月１回実施 、不審者・水害：年２回実施）    

    ・警察直通報装置設置          ・自動火災報知機設置 

・カーテン、敷物、建具等の防災処理   ・ガス漏れ報知機設置 

・職員研修（防犯・救命講習）      ・AED設置（区役所内） 

 

 

１４．虐待防止措置 

 ・虐待防止マニュアルの作成、運用 

 ・年２回、職員に対して虐待防止研修を実施 

 

 

１５．個人情報の取り扱いについて 

 当園の園児及びその保護者等に係る個人情報をお預かりする上で、漏洩や流出が無い様に、 

十二分のセキュリティ対策を講じています。また、以下の目的のために必要最小限の範囲内に 

おいて使用します。 

①連携施設への円滑な移行、接続が図られるよう、卒園に当たり入園する予定の連携施設 

との間で情報を共有する場合 

  ②他の保育所等へ転園する場合、その他兄弟姉妹が別の施設等に在籍する場合において、 

他の施設との間で必要な連絡調整を行う場合 

  ③緊急時において、病院その他関係機関に対し、必要な情報提供を行う場合 

  ④管轄行政より情報提供を求められた場合 
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  ⑤その他、教育・保育等の提供に必要な範囲で、施設内で職員・保護者に必要な情報を提供 

する場合 

 

＜プライバシーへの配慮事項＞ 

 ①園児名簿・連絡カード・健康診断・児童票は事務所で管理します 

 ②ホームページ等は個人名を出さないようにし、おたよりで写真やノートを掲載する場合は、 

あらかじめ保護者の承諾を得ます 

  ③特定の園児に対して、保護者以外からの問い合わせにはお答えしません 

  ④園児のお迎えの人が、朝の受け入れ時に確認した人以外が来られた場合、園児をお渡しし 

ません。お渡しする場合は、保護者に確認の電話を入れます 

  ⑤感染症にかかった園児の名前は公表しません。園内で感染症が出た場合は、感染症の病名 

と人数を掲示板にてお知らせします 

  ⑥保護者の皆様が、SNS等にお子さまを載せる場合は、プライバシー保護のため、他の園児 

やこども園が特定できるような載せ方はお控えいただきますようお願いします。 

 
 

１６．要望・苦情等に関する相談窓口 

 当園では、要望・苦情等に係る窓口を以下の通り設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

１７．第三者評価受審状況 

 受審なし 

 
 

１８．自己評価実施状況 

実施なし 

 
 

１９．子ども・子育て支援法第 51条第 2項、若しくは第 4項又は第 57条第 2項若しく 

は第 4項の規定により公表・公示された旨 

（適正運営をしていない等により大阪市長より勧告、命令等を受け、その旨を公表、公示された事実の有無） 

なし 

 

受付担当者 森田 笑子（園長） 電話番号 ０６－６６９８－５１０１ 

受付責任者 森 宇多子（藤こども園総合園長） 電話番号 ０６－６６９７－２１３１ 

第三者委員 

六田 智之（粉浜学園 園長） 

岸本 敦 （千種会 統括施設長） 

山幡 一雄（元 大阪城ホール理事長） 

電話番号 ０６－６６７４－５１１１ 

電話番号 ０７８－４４１－０００１ 

電話番号 ０９０－８８８８―７０８９ 
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２０．連携施設について 

 当園は保育を適正に実施し、当園における保育終了後も継続的に児童の受入先が確保される 

よう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う教育・保育施設を確保しております。 

①園児に集団保育を体験させるための機会の設定、その他の保育の内容に関する支援 

②代替保育（当園の職員の病気、休暇等により、特定地域型保育を提供することができない 

場合に、当園に代わって提供する保育をいう）の提供 

③当園における保育の提供終了に際しての、当該児童の継続的な受入れ 

（※保護者が住んでいる市町村への利用申込みが必要となりますが、連携施設の受入枠の 

中で、当該施設を希望される場合、優先的に入所できます） 

 

 

 

 

 

 

２１．保育料及びその他諸費用 

① 園児の保育料は各家庭の所得に応じて、負担額が決定されます。 

その他の諸費用、延長保育料（延長保育料は翌月の請求に含む）等に関しましては、 

毎月 10日頃にコドモンアプリの請求画面で確認してください 

保育料・園諸費用共に、ゆうちょ銀行からの引き落としで園にお支払いいただきます。 

 

   ・毎月 15日(1回のみ)に、引き落としします 

・保育料等引き落とし前日の 16時までに、入金の確認をお願いします 

なお、自動引き落とし手数料、園児１人につき１０円はご負担願います 

（15日が土・日・祝日の場合は、翌営業日になります。） 

 

※ 残高不足により引き落としが出来なかった場合、各自で当園のりそな銀行口座へ、 

直接振り込みをお願いします 

※ 現金での預かりはしていません 

 

② 全日欠席の場合でも、在籍中は保育料・その他諸費を納めていただきます 

 

③ 物品および用品につきましては、消費税を含みます 

 

 ※ 保育料・園費・その他諸費を２ヶ月以上滞納された場合、直接園長に相談してください。 

   支払い方法をお聞きします。 

 

 

 

 

連携施設名 社会福祉法人 幸聖福祉会 藤こども園 

連携施設所在地  大阪市住吉区山之内元町６-２ 

電話番号  ０６－６６９７－２１３１ 
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≪ その他実費徴収費用 ≫ 

＊ 物品代（教材費・その他）＊   

物品名 金額 対象年齢  物品名 金額 
対象年

齢 

氏名印 220円 

全園児 

 スモック 1,820円 １歳児～ 

名札 140円  体操服（半袖） 2,500円 

２歳児 
文具・製作費 

（200円×12 ヵ月） 
2,400円  体操服（長袖） 3,100円 

カラー帽子（UVガード付） 1,000円 １歳児～  体操服 ズボン 1,900円 

通園カバン（希望者のみ） 4,700円 2歳児  
※ 通園カバンは希望者のみ購入して頂けます。 

（藤こども園（本園）では、３～５歳児でも使用します。） 

 ＊ その他 ＊ 

・絵本代    （希望者・各クラス別） ・・・ ４月の園だよりでお知らせします。（前年度参考額 390～440円） 

・園児保険代 （全児・毎年５月） ・・・・・・・・ 一般世帯  315円 （掛金 365円のうち、50円は園負担） 

  ※保険の詳細は P.5～6に記載              要保護世帯  36円 （掛金  55円のうち、19円は園負担） 

 

※入園初年度に寄付金 10,000円をお願いしています（任意です） 

※寄付金及び、入園初年度の寄付金を受けた場合は、領収書を交付させて頂きます 

※その他、毎月の上記費用の支払いについては、郵便局通帳の記載により、領収の明示とさせて頂きます 

※ 上記費用につきまして、何かご質問等がありましたら、いつでもご相談下さい。 

 

 

≪延長保育料（２・３号認定）≫ ※ 延長保育についての詳細は、「保育のしおり P.30」に記載しています 

 

 

 

 

 

 

※ 延長保育料は大阪市の規定に準じています（金額に変更があった場合は、追ってご連絡いたします） 

※ 延長保育料は毎月月末締めで、翌月 15日に園費と合算し、ゆうちょ銀行口座から引き落とし 

させていただきます（例：４月分(4／1～4／30)は、５月の園費と共に、5／15に引き落とし） 

※ 残高不足により引き落としが出来なかった場合は、各自で当園のりそな銀行口座へ、直接 

  振込をお願いします 

※ 申請内容に変更がある場合は、すぐに担任までご連絡ください 

標準時間認定 

 
一般世帯 
（月 極） 

前年度市民税非課税 

（月 極） 
スポット（１回） 

７：３０～ 7：５９ ― ― ― 

１８：３１～１９：００ 2,900円 1,000円 300円 

１９時を過ぎた場合 ― ― 700円 

 

短時間認定 （スポット１回） 

７：３０～ ７：５９ 300円 

１６：０１～１７：００ 300円 

１６：０１～１８：００ 600円 

１６：０１～１９：００ 700円 

 


